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まえがき  
 

（これまでの経緯）  
福島県では、改正海岸法により、防護・環境・利用の調和がとれた総合的な海岸

の保全を推進するため、国が定めた海岸保全基本方針に基づき「福島沿岸の海岸保

全基本計画」を平成 16 年 11 月に策定した。  

本計画は、福島沿岸（福島県相馬市茶屋ヶ岬～茨城県境）を対象として、長期的

な海岸保全の基本的方向と施策を示すものであり、同計画に沿って、高潮・波浪等

の災害に対する安全度の向上や海岸の適正な利活用の推進、警戒避難体制の整備な

どを進めてきた。  

なお、本計画の策定に際しては、関連計画との整合性を図るとともに、学識経

験者及び住民代表からなる沿岸懇談会、地域住民、関係市町村長、関係海岸管理

者等の意見を充分に反映させた。  

（福島沿岸海岸保全基本計画の第 1 回変更）  

その後、平成 23 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震が発生し、過去最大クラ

スの地震動やそれに伴う津波、地殻変動により本県の沿岸全域において、海岸堤

防の倒壊等海岸保全施設が壊滅的な被害を受け、その背後の人命・資産に甚大な

被害をもたらした。  

このため、本県では、被災地の一日も早い復興を実現するため、平成２３年１

０月までに応急対策を実施し、被害の拡大防止を図るとともに、平成２３年７月

に有識者から構成される「福島県海岸における津波対策等検討会」を設置し、同

年 10 月には同検討会の提言を受け、比較的発生頻度の高い一定程度の津波及び高

潮・波浪に対応した計画堤防高や構造等の基本的事項を決定した。  

この基本的事項に基づき、一部の地区海岸における海岸堤防等の本復旧工事に

先行的に着手するとともに、今後本県の沿岸全域において本復旧工事が本格化す

ることや平成２３年東日本大震災前後の海岸保全を取り巻く状況変化を踏まえ、

今般本計画を変更することとした。  

本計画変更にあっては、海岸保全施設の整備に関する事項を見直すとともに、

改めて、海岸保全の基本的方向として海岸環境の整備及び保全に関する事項や海

岸における公衆の適正な利用に関する事項についても、現時点で可能な範囲で見

直すものである。  

なお、東京電力福島第１原子力発電所の事故に伴い、立ち入りが制限されてい



る警戒区域等については、計画堤防高の見直しのみとした。  

また、沖合施設の計画等については、今後の復旧・復興の進捗状況や、海岸地

形の変動状況等を踏まえ、改めて有識者や住民の方々の意見を聴きながら、必要

に応じ見直していくこととする。  

（福島沿岸海岸保全基本計画の第 2 回変更）  

福島沿岸海岸保全基本計画第 1 回変更後の平成 26 年 6 月に、海岸法の改正によ

り海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことが明

確化されたことを踏まえ、「海岸保全施設の維持又は修繕の方法」について、記

述の追加をするものである。  

（福島沿岸海岸保全基本計画の第 3 回変更）  

福島沿岸海岸保全基本計画第 2 回変更後に整備対象施設が追加になったことか

ら、記述の追加をするものである。  

 

（変更履歴）  
平成１６年１１月：福島沿岸 海岸保全基本計画 策定 

平成２５年 ４月：福島沿岸 海岸保全基本計画 第１回目変更 

平成２８年 ３月：福島沿岸 海岸保全基本計画 第２回目変更 

平成２９年 ３月：福島沿岸 海岸保全基本計画 第３回目変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 海岸保全基本計画策定および変更の流れ  
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